
防犯灯新設要望書 

年    月    日 

（あて先） 八尾市長 

申出者                        

住 所   八尾市本町１丁目１－１                       

町会名等   〇〇町会                       

氏 名    八尾 一郎                        

連 絡 先   ０７２-○○○-○○○○                     

 防犯灯の設置について、次のとおり申請します。 

 

（要望内容） 

設置要望場所  八尾市 本町１丁目１－１ 

設置要望 

電柱番号 

☑ 関電柱番号  ホクガン 55S19615           

□ ＮＴＴ柱番号            

□ 関電柱・ＮＴＴ柱がない 

申請理由 
付近に防犯灯がなく夜間は暗がりとなり、不審者の目撃情報も報告されている。塾帰

りの子供や女性が安心して通行できる環境を整備し、地域の安全を確保するため。 

（必要書類） 

１．設置要望場所位置図 

２. 土地使用承諾書（様式第３号）（防犯灯の設置申請場所が私有地の場合に限る。） 

３．その他市長が必要と認める書類 

 

（周辺住民等の同意署名） 

氏 名 住 所 

八尾 一郎 本町１丁目１－２ 

本町 花子 本町１丁目１－３ 

  

  

  

枠が不足する場合は、別紙にて同意を取得してください。 

 

（裏面に続く） 

記入例 

新設要望申出者の情報を記入ください。 

※原則、町会長からの要望です。 

※町会が未結成の場合は個人からの要望

も可能です。 

設置希望電柱にあるプレート番

号を転記してください。プレート

が２枚ある場合は上のプレート

番号を記入ください。 

※関電柱のマーク 

※NTT 柱のマーク 

設置予定場所に影響を及ぼすおそれの

ある方、全員の同意を得てください。

防犯灯の明りによって農作物等に影響

を与える場合もありますので、農地等

の付近に設置する場合は農地所有者等

の同意も必要です。 



【遵守事項（以下の内容を確認の上、チェックをお願いします。）】 

 

 

 

☑防犯灯の新設にあたって、設置場所の周辺地域で異議・係争はありません。 

☑ 私有地に防犯灯及び専用柱を設置する場合、土地の使用料は無償であり、所有者、管理

者又は占有者との係争事項はありません。。 

☑ 地域の役割として、防犯灯が故障した際の連絡や照明を遮る樹木の剪定などについて協

力します。 

 

※ 現場確認等のうえで設置の可否を決定します。必ずしもご要望に沿えない場合があり

ます。御了承下さい。 

 

【問合せ先】〒581－0003 

八尾市本町一丁目１番１号 

八尾市危機管理 地域安全担当     

Email:kikikanri@city.yao.osaka.jp 

TEL：072－924－3817 内線：2149 

FAX：072－924－3968 

遵守事項を記載しています。 

漏れのないようにチェックしてください。 


